
○
国

の
基

本
指

針
の

策
定

に
当

た
り
、
国

の
目

標
面

積
案

及
び
都

道
府

県
の

目
標

面
積

の
設

定
の

基
準

案
に
つ
い
て
、
都

道

府
県
を
通
じ
て
市
町
村
か
ら
も
事
前
に
意
見
を
聴
く
こ
と
と
す
る
方
向
で
検
討
。

○
目

標
面

積
の

達
成

に
向

け
、
「
国

と
地
方

の
協

議
の

場
」
の
活

用
な
ど
に
よ
り
、
国

と
地

方
で
意

見
交

換
を
行

い
な
が

ら
、
国

と

地
方
が
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
む
こ
と
を
検
討
。

○
人

口
減

少
社

会
に
対

応
し
た
ま
ち
づ
く
り
・
む
ら
づ
く
り
を
進

め
る
に
当

た
っ
て
は

、
土

地
利

用
計

画
に
位

置
付

け
を
有

し
て
い

な
い
個

別
の

農
地

転
用

に
係

る
許

可
権

限
の

移
譲

を
行

う
こ
と
で
は

、
優

良
農

地
の

確
保

を
図

り
つ
つ
計

画
的

な
土

地
利

用
を

推
進

す
る
観

点
か

ら
は

必
ず
し
も
適

切
に
対

応
で
き
ず
、
土

地
利

用
計

画
に
基

づ
き
秩

序
あ
る
土

地
利

用
の

確
保

を
担

保
す
る

こ
と
が
必
要
。

 
 

 
な
お
、
「
地
方
創
生
」
と
い
う
現
下
の
重
要
課
題
に
対
応
す
る
た
め
、
臨
時
国
会
に
提
出
さ
れ
た
地
域
再
生
法
改
正
法
案
の
中

で
、
市
町
村
が
策
定
す
る
農
林
水
産
業
の
６
次
産
業
化
に
資
す
る
施
設
等
の
整
備
に
係
る
計
画
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
施
設
整

備
に
つ
い
て
は
、
４

ha
を
超
え
る
場
合
で
も
都
道
府
県
知
事
ま
で
の
判
断
（
市
町
村
の
計
画
に
対
す
る
同
意
）
で
転
用
を
可
能
と

す
る
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
。

１
.
農

地
の

確
保

（
マ
ク
ロ
管

理
）

２
.
農

地
転

用
許

可
（
ミ
ク
ロ
管
理

）

農
地
の
確
保
（マ

ク
ロ
管
理
）及

び
農
地
転
用
許
可
（ミ

ク
ロ
管
理
）に

関
す
る
農
林
水
産
省
の
考
え
方
に
つ
い
て
（ポ

イ
ン
ト
）
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